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令和８年３月１７日 

 

令和８年度の建設工事に係る入札・契約制度の見直しについて 

お 知 ら せ 

 

                                                              岡山県土木部 

 

  岡山県の建設工事に係る入札・契約制度について、次のとおり見直しを行い、令和８年

度から実施しますので、お知らせします。 

 

Ⅰ 発注標準等の金額区分の見直し      （令和８年６月から） 

 １ 発注標準の金額区分の見直し 
  入札参加資格の格付に応じた標準的な設計金額の区分について、過去からの工事価

格の上昇を踏まえて、1.5倍に引き上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 上位の格付の業者が下位の格付の業者を対象とする工事に一定の範囲で参加する
ことができる運用については、引き続き実施します。 

※ 案件ごとの入札参加資格の業者格付については、上記の表によらずに設定するこ
とがあるため、個別の入札公告により確認してください。 

 ２ 一般競争入札（条件付）の金額区分の見直し 
  一般競争入札（条件付）の対象とする設計金額の区分を次のとおり1.5倍に引き上

げます。 

  一般的な土木一式工事・建築一式工事  １千万円以上 → １千５百万円以上 

  その他の工事             ４千万円以上 → ６千万円以上※ 

 ※ 令和８年６月以降は、指名競争入札による契約においても技術者の専任を要する
場合（請負代金額が4,500万円以上）があるため、応札の際はご注意ください。  

ＡＡ 200 百万以上 300 百万以上

Ａ 80 百万以上 200 百万未満 120 百万以上 300 百万未満

Ｂ 40 百万以上 80 百万未満 60 百万以上 120 百万未満

Ｃ 10 百万以上 40 百万未満 15 百万以上 60 百万未満

Ｄ 10 百万未満 15 百万未満

ＡＡ 80 百万以上 120 百万以上

Ａ 40 百万以上 80 百万未満 60 百万以上 120 百万未満

Ｂ 20 百万以上 40 百万未満 30 百万以上 60 百万未満

Ｃ 10 百万以上 20 百万未満 15 百万以上 30 百万未満

Ｄ 10 百万未満 15 百万未満

Ａ 5 百万以上 5 百万以上

Ｂ 40 百万未満 60 百万未満

Ｃ 20 百万未満 30 百万未満

Ｄ 10 百万未満 15 百万未満

土木一式・
建築一式工事

とび土工・電気・管・鋼
構造物・塗装・機械器具
設置・水道施設・解体工
事(交通安全工事を除
く。）

その他の建設工事（ほ装
工事、交通安全工事等）

種別 格付
設計金額

（現　行）
設計金額

（見直し後）
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評価項目 評価基準 配点

１級土木施工管理技士又は技術士（本件工事の
監理技術者になり得る部門に限る。）の資格取
得後10年以上

1.0

１級土木施工管理技士又は技術士（本件工事の
監理技術者になり得る部門に限る。）の資格取
得後５年以上

0.5

上記のいずれにも該当しない。 0.0

保有する資格

評価項目 評価基準 配点

週休２日(４週８休)を達成した工事実績が２件
以上あり

1.0

週休２日(４週８休)を達成した工事実績が１件
あり

0.5

上記のいずれにも該当しない。 0.0

岡山県が発注した工事のうち、元号○○年４
月１日から元号○○年３月31日＜過去１年間
＞までの間に完成させ、週休２日（４週８
休）を達成した工事実績（岡山県が週休２日
（４週８休）の達成を証する証明書を交付し
たものに限る。）の有無

評価項目 評価基準 配点

月単位の週休２日又は完全週休２日（土日）を
達成した工事実績が２件以上あり

1.0

月単位の週休２日又は完全週休２日（土日）を
達成した工事実績が１件あり

0.5

上記のいずれにも該当しない。 0.0

岡山県が発注した工事のうち、元号○○年４
月１日から元号○○年３月31日＜過去１年間
＞までの間に完成させ、月単位の週休２日又
は完全週休２日（土日）を達成した工事実績
（岡山県がその達成を証する証明書を交付し
たものに限る。）の有無

 

Ⅱ 総合評価落札方式の見直し（令和８年６月から） 

 １ 対象金額の見直し 

総合評価落札方式（総合評価拡大型を除く。）を実施する設計金額の価格帯を原

則８千万円以上から原則１億２千万円以上に引き上げます。 

２ 評価基準の見直し 

配置予定技術者の能力に係る評価項目のうち「保有する資格」について、技術士

の資格を発注工事の監理技術者になり得る部門に限定するとともに、企業の体制・地

域貢献・担い手確保の評価項目のうち、「週休２日を達成した工事」の評価基準を４

週８休から月単位の週休２日又は完全週休２日（土日）とします。 

  【現行】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【変更後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

評価項目 評価基準 配点

１級土木施工管理技士又は技術士の資格取得後
10年以上

1.0

１級土木施工管理技士又は技術士の資格取得後
５年以上

0.5

上記のいずれにも該当しない。 0.0

保有する資格
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Ⅲ 総合評価拡大型の試行の見直し（令和８年６月から） 

これまで設計金額４千万円以上８千万円未満の一般的な土木一式工事の一部で実施し

ていた総合評価落札方式の拡大試行について、対象業種、対象金額等を次のとおり見直

します。 

 

 １ 特別簡易拡大型（スマート型） 

  (1) 試行対象工事 

 設計金額８千万円以上１億２千万円未満の全ての業種の工事（工事の難易度等

を考慮して、発注者が指定した工事を除く。）を対象とします。 

(2) 評価項目及び評価基準 

詳細については、別添「特別簡易拡大型（スマート型）評価項目・落札者決定

基準（例）」を参照してください。 

  (3) 調査基準価格の設定等 

    低入札価格調査制度を導入するとともに、調査基準価格を下回る価格で入札した

者については、評価値を算出する際の標準点を85点に減点します。 

入札に当たっては、入札公告（個別公告）をご確認ください。 

  

 ２ 特別簡易拡大型（チャレンジ型） 

  (1) 試行対象工事 

  設計金額を４千万円以上８千万円未満から６千万円以上８千万円未満に見直し、

引き続き、一般的な土木一式工事のうち発注者が指定した工事を対象とします。 

(2) 評価項目及び評価基準 

  配置予定技術者の能力に係る評価項目のうち、「工事成績の平均点」の評価項目

を削除します。また「保有する資格」と地域貢献・企業の体制の評価項目のうち

「週休２日を達成した工事」の評価基準を「Ⅱ総合評価落札方式の見直し」の

「２ 評価基準の見直し」と同様の見直しを行います。 

詳細については、別添「特別簡易拡大型（チャレンジ型）評価項目・落札者決

定基準（例）」を参照してください。 

  (3) 失格基準価格の設定等 

これまでと同様に失格基準価格を設け、この価格を下回る価格で入札した者は

失格とします。 

入札に当たっては、入札公告（個別公告）をご確認ください。 
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Ⅳ 労務費ダンピング調査の実施（令和８年12月から） 

 適正な水準の労務費の確保と賃金支払いの実効性を確保するため、設計金額が１億２

千万円以上の総合評価落札方式において、落札候補者に対して、労務費ダンピング調査

を実施します。 

 【労務費ダンピング調査の実施方法】  

 １ 入札の内訳書に記載された直接工事費の額と発注者の積算上の直接工事費の額※

１を比較します。 

 ２ １の審査において入札の内訳書に記載された直接工事費の額が発注者の積算上の

直接工事費の額の９７％を下回る場合には、その下回った理由について理由書に

より報告いただきます。 

 ３ ２により提出された理由書の内容が合理的な理由ではない場合には、「合理的な

理由なく労務費を削減してはならない」旨及び「適正な賃金を支払わなければな

らない」旨についての注意喚起・警告を行った上で、建設Ｇメンへ通報すること

があります。※２ 

※１ 発注者の積算上の直接工事費の額は「岡山県建設工事入札に係る低入札価格調

査実施要領」により計算した直接工事費の額とします。 

※２ 建設Ｇメンへ通報した場合でも当該落札者と契約を行います。 

 

【イメージ図】 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 出典：「労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン」 
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Ⅴ 入札・契約情報の公表方法等の見直し（令和８年６月から） 

 
令和８年６月１日以降に公表する入札結果及び契約に関する内容について、原則とし

てインターネットによる公表とし、閲覧所での閲覧を廃止します。また、公表期日を入
札の日の翌日としていたものについては、落札者を決定した日の翌日とします。 

 
 

 

Ⅵ 電子契約の対象（令和８年６月から） 

 
令和８年６月１日以降に入札公告するものから、設計金額８千万円以上の総合評価落

札方式に加え、設計金額８千万円以上の一般競争入札（条件付）の価格競争による入札
方式も電子契約の対象とします。 

 
 

 

Ⅶ 最低制限価格の算定式の公表 

 
最低制限価格の算定式について、令和８年６月までに公表します。 

 

 
 
 

 岡山県 技術管理課 ホームページへのアクセス方法 

県のホームページ（https://www.pref.okayama.jp/）から → 画面右上の［組織で探す］を 

クリック → ［土木部］をクリック → ［技術管理課］をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】 

 土木部技術管理課技術指導班 

  ＴＥＬ ０８６－２２６－７４８３ 

 

https://www.pref.okayama.jp/


7

 
 
                                                        

令和８年３月 17 日  

 

 

建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領の改定について 

お 知 ら せ 
 

岡山県土木部   

 

 

建設キャリアアップシステム（CCUS）を活用し、建設技能者の処遇改善を促進する

ため、「建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」を改定しましたの

で、お知らせします。 

 

１ 工事成績評定の基準（以下、「評価基準」という。）の見直し 

  次の評価基準をすべて達成した場合に、工事成績において評価します。 

【評価基準】 

① 平均施工体制登録技能者率…計測日における施工体制登録技能者率の平

均値が 60％以上であること。 

② 就業履歴情報登録環境の維持…当該現場へカードリーダー等を設置し、就

業履歴情報の蓄積環境を全工事期間（現場着手日から現場完了日まで）維持

したこと。 

※ 上記【評価基準】が達成できなかった場合であっても、従来の評価基準（CCUS

に当該現場の登録を行い、技能者１名以上の就業履歴を対象期間の日数（休日を

除く。）の 50％以上蓄積）を達成できれば、すべて達成した場合の２分の１を評

価します。 

 

２ 適用日 

令和８年４月１日から施行し、同日以降に入札公告、指名通知又は随意契約のた

めの見積依頼を行う工事から適用します。 

 

３ その他 

  詳細につきましては、技術管理課ホームページに掲載している要領や QA 等をご 

参照ください。 

 

【問合せ先】 

   土木部 技術管理課技術指導班 

ＴＥＬ ０８６－２２６－７４６０ 

建設キャリアアップシステム（CCUS）
活用工事試行要領の改定について

岡山県土木部
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岡山県下公共工事の動向〈３月分〉

西日本建設業保証㈱岡山支店
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（建退共だより）

建退共事業本部ＨＰ
全面リニューアルについてのお知らせ

　令和８年３月25日（水）に、建退共本部ホームページが全面リニューアルいたしました。

　●新）建退共事業本部　ホームページ

　　https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/

　これにより、新たに「24時間対応ＦＡＱチャット」・「建退共制度検討会議資料の閲覧」・

「建退共加入事業所検索」等ができるようになりました。

　引き続き、建退共制度をご活用いただけますよう、よろしくお願いいたします。

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/
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（法律相談コーナー）

第190回　経理業務の属人化と情報管理のリスク
●相談内容●
　　

　特定の従業員のみが経理情報や社内の重要情報を把握している状態（属人
化）は、業務の効率性という面では一見メリットがあるように見えますが、
法的・経営的な観点からは極めて高いリスクを孕んでいます。主なリスク
は、「不正の温床」と「業務の継続性」の２点に集約されます。
不正行為の露見防止と内部統制のリスク
　一人の従業員が情報の入力、確認、管理のすべてを独占していると、相互
牽制（チェック機能）が働きません。
　まず、横領や改ざんの発生の問題が生じます。経理担当者が独断で送金や
帳簿操作を行える環境では、不正が行われても外部や経営陣が気付くまでに
時間がかかり、被害が甚大化する傾向にあります。
　秘密保持義務は就業規則等で定めるべきものですが、管理者が１名だと、
その本人が情報を社外に持ち出したり、私的に利用したりしても、それを監
視・指摘する術がなくなります。
　また、業務継続性のリスクも生じます。その従業員が突然の病気、事故、
あるいは退職によって不在となった場合、会社運営に致命的な支障が生じま
す。パスワードの所在、取引先との特殊な契約条件、資金繰りの詳細などが
その従業員の「頭の中」にしかない場合、引き継ぎが不可能になります。
　第186回でも触れた通り、退職後の秘密保持には誓約書の取得が有効です
が、１人に情報を集中させていると、その従業員が競合他社に転職した際の
リスクが極めて大きくなります。また、過度な秘密保持義務の設定は、内容
によっては公序良俗に反して無効とされる恐れもあります。
実務上の対策
　リスクを低減するためには、特定の個人に依存しない体制の構築、すなわ
ち「事前準備」が不可欠です。
　まずは、職務分掌の徹底が必要です。経理の「執行」と「承認」を分ける
など、複数名で情報を共有・監視する体制を整えることが必要です。
　そして、マニュアル化とクラウド管理をしましょう。情報の所在を可視化
し、会社として管理可能な状態にすることが大切です。
　また、就業規則や誓約書を整備し、万が一の事態に備え、在職中および退
職後の秘密保持義務を法的に有効な形で定めておくことが重要です。
何よりも体制の「可視化」が重要
　情報の管理を特定の個人に委ねることは、会社にとって大きな「弱み」に
なりかねません。事前にどういった情報を共有し、どのようなルールで管理
するかを明確にしておくことが、会社を守ることにつながります。
　管理体制の構築や、就業規則の見直し、退職時の誓約書の記載内容などで
お悩みがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

〇回　　答〇

弁護士　小林裕彦
（岡山弁護士会所属）

昭和59年一橋大学法学部卒業後労
働省（現厚生労働省）入省。平成元
年司法試験合格。平成４年弁護士
登録。会社顧問業務、企業法務、訴
訟関係業務、行政関係業務、破産管
財人、民事再生監督委員、地方自治
体包括外部監査業務などを主に取
り扱う。

　当社では長年、特定の従業員１名に経理や重要書類の管理をすべて任せています。いわゆる「ブラックボックス化」
している状態なのですが、このまま１名に情報管理を集中させることにはどのようなリスクがあるでしょうか。
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（建設業福祉共済団からのお知らせ）

https://www.kyousaidan.or.jp/

https://www.kyousaidan.or.jp/
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（建設業総合補償制度のご案内）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「パンフレット」をご覧ください。 
 

一般社団法人岡山県建設業協会会員の皆さまへ 



16

（岡山県からのお知らせ）

ゴールデンウィークの交通事故防止についてゴールデンウィークの交通事故防止について

岡山県・岡山県交通安全対策協議会

実施期間　　令和８年４月 25日（土）～令和８年５月６日（水）
　ゴールデンウィークには、車でのお出かけや旅行を計画されている方も多いのではないでしょうか。交通事故
が起こると、楽しい計画が辛い後悔に変わってしまいます。次のことに注意して、安全運転を心がけ、交通事故
防止に努めましょう。

１　無理のない計画を立てる 
　　行楽シーズンは、道路が大変混雑します。行き先までの交通状況を事前に調べて無理のない、ゆとりのある
計画を立てましょう。時間のゆとりは心のゆとり、心のゆとりは安全運転につながります。

２　運転に集中！！
　　行楽に向かう途中、同乗者との会話などで周囲への注意がおろそかになりがちです。油断は禁物、運転に集
中して周囲をしっかり確認し、ハンドル操作など、運転操作も確実にしましょう。また、運転中に疲れや眠気
を感じたら、無理をせず休憩しましょう。

３　「ながら運転」の禁止
　　自転車を含め、運転中にスマートフォン等を手に持って通話や画像を注視する「ながら運転」は絶対にやめ
ましょう。周囲への注意が散漫になり、他の車や歩行者の発見が遅れるなど、重大事故の原因となる危険な行
為です。スマートフォン等は、安全な所に停止してから使いましょう。

４　シートベルト・チャイルドシートは必ず着用！
　　シートベルトやチャイルドシートは、万一の際、あなたや家族を守る命綱です。車に乗ったら、全ての座席
でシートベルトを着用し、６歳未満の子どもを同乗させる際には、必ずチャイルドシートを使用しましょう。

５　飲酒運転の禁止
　　飲酒運転は「犯罪」です。お酒を飲んだら、たとえすぐ近くでも、絶対に車を運転してはいけません。アル
コールは少しの量でも運転に悪影響を及ぼし、死亡事故などの重大事故につながります。周りの人も注意し
て、みんなの力で飲酒運転を根絶しましょう。

６　スピードの出し過ぎに注意
　　スピードの出し過ぎは、重大事故につながり大変危険です。速度をよく確認し、安全な速度で運転しましょう。

７　交通ルールの遵守
　　横断歩道は歩行者優先です。横断歩道で横断しようとしている人や横断している人がいるときは、止まって
進路を譲りましょう。
　　合図は進路変更の３秒前、右左折時は30ｍ手前です。合図をきちんと出し、自分の車の動きを周囲に知らせ
ましょう。
　　赤はもちろん、黄色も「止まれ」です。無理に交差点等に進入すると事故を起こしたり、交通渋滞の原因に
もなります。信号を守って通行しましょう。

８　自転車乗車時のヘルメット着用と交通ルールの遵守
　　自転車は「車両」です。自転車を利用するときには運転者としての責任を自覚して交通ルールを守り、自転
車乗車中の事故から命を守るため、ヘルメットを着用しましょう。
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8. 3. 3

8. 3. 6

8. 3.12

8. 3.12

8. 3.13

8. 3.19

8. 3.25

8. 3.25

8. 3.25

8. 3.25

8. 3.30

全建 表彰部会（新制度検討）（ＷＥＢ）

全建 総務委員会（東京）

(公財)建設業福祉共済団 都道府県建設業協会会長会（東京）

中国ブロック協議会 会長会議（東京）

全建 協議員会（東京）

岡山県職業能力開発協会 理事会

表彰審査委員会

正副会長会

全建 地域ＣＣＵＳ推進委員会（東京）

全建 全国専務・事務局長会議（東京）

全建　表彰部会（ＷＥＢ）

一般社団法人 岡山県建設業協会　　〒700-0827　岡山市北区平和町５番 10号
　TEL（086）225 - 4131　                           　　  URL : http://www.okakenkyo.jp

　FAX（086）225 - 5388　                           　　  E-mail : info@okakenkyo.jp

　　　　

発行

協　会　日　誌

とれたて  おかやま  いただきます！ 地産地消
進めよう！

おかやま

http://www.okakenkyo.jp

